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北九州市ヤングケアラー相談支援窓口の周知について（お願い） 

 

 

 平素より、本市の保健福祉行政の推進にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 北九州市では、令和４年５月に「ヤングケアラー相談支援窓口」を開設いたしましたので、

お知らせいたします。 

 なお、ヤングケアラー相談支援窓口は、ヤングケアラー本人、家族以外にも、本人の意思

を確認した上で関係機関の方が相談することも可能ですので、事業所内での周知をお願い

いたします。 

 

  

〇 北九州市ヤングケアラー相談支援窓口（チラシ）・・・別紙 

 

 

※ ヤングケアラーとは、「年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負って、

本来大人が担うような家族の介護やきょうだいの世話をすることで、自らの育ちや

教育に影響を及ぼしている 18 歳未満の子ども」を言います。 
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